


宇和島市認定こども園条例の一部を改正する条例 

 

宇和島市認定こども園条例（平成28年条例第25号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 
改正前 改正後 

（名称、位置及び類型） （名称、位置及び類型） 

第３条 認定こども園の名称、位置及び類型は、次のとおりとする。 第３条 認定こども園の名称、位置及び類型は、次のとおりとする。 

名称 位置 類型 

宇和島市立番城美徳認定

こども園 

宇和島市宮下甲201番地 幼 保 連 携

型 

宇和島市立三間認定こど

も園 

宇和島市三間町戸雁1229番地 保育所型 

 

名称 位置 類型 

宇和島市立番城美徳認定

こども園 

宇和島市宮下甲201番地 幼 保 連 携

型 

宇和島市立三間認定こど

も園 

宇和島市三間町戸雁1229番地 保育所型 

宇和島市立岩松認定こど

も園 

宇和島市津島町岩松甲1420番

地 

保育所型 

 

（入園の資格） （入園の資格） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の保育を必要とする子どもとは、子ども・子育て支援法施

行規則（平成26年内閣府令第44号）第１条    に定める事由に該

当するため家庭において必要な保育を受けることが困難な子ども

をいう。 

２ 前項の保育を必要とする子どもとは、子ども・子育て支援法施

行規則（平成26年内閣府令第44号）第１条の５に定める事由に該

当するため家庭において必要な保育を受けることが困難な子ども

をいう。 

 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ 入園の許可その他のこの条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 


